
特定非営利活動法人 京田辺音楽家協会 

2023 年度第 1 回理事会 
１． 日時：2023 年３月 14 日(火）21 時 00 分から 22 時 40 分まで 

２． 場所：オンライン（ZOOM） 

３． 出席：理事 6 名 

竿下和美 中川晋一 西村晴美 堀山理恵  

岸本範子（書面表決） 綿野仁音（書面表決） 

欠席：理事 3 名 

山下裕司 松原あおい 山名知里  

監事：北川貞大 

 

４． 議題 

①コンクール事業 

②大人の音楽広場事業 

③ちびっこ音楽広場事業 

④新人演奏会について 

⑤「全」市民第九について 

⑥観光協会について 

⑦ふるさと納税返礼品について 

⑧一休（IKKYU）フィルの正式表記とロゴマークについて 

⑨会報誌について 

⑩会費の徴収方法について 

⑪事務局より 

⑫その他 

 

５． 議事の経過の概要及び議決の結果 

①コンクール事業 

堀山理恵理事は、第 3 回京田辺市音楽コンクールについて、開催会場の「けいはんなホー

ル」の好意により練習用に安く借りることができたため、３月８，９，１０日に「ホール練

習会」を企画したことを報告した。反省点はあるものの、大変好評だったため来年も開催を

考えていると述べた。 

また、本選会観覧ポイントとして、LINE のショップカード機能を利用し、その QRコード

をプロジェクターを使用して映し出す予定であると述べた。 

３月２６日の本選会にむけて順調に準備を進めていると述べた。 

これらについて、全員異議なく承認した。 



②大人の音楽広場事業 

西村晴美理事は、大人の音楽広場について平均２１．５人の参加者がおり、順調であると述

べた。ただ、２月３月には北部住民センターが改修工事のため開催を中央公民館にしたとこ

ろ、ホール代と暖房費で赤字になったと報告した。 

４月２５日に春の音楽会をひかえており、チラシを理事らに示した。 

夏期講座で予定の講師のスケジュールが合わないおそれがあるため、そのための案を示し

た。 

３月１１，１２日には登録会員である北部住民センターのお祭りのスタッフをしたと述べ、

次年度も登録更新済みであると報告した。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

 

③ちびっこ音楽広場事業 

担当理事が欠席のため、各理事が資料を読んだ。 

竿下和美理事長が、その中で特にアルプラザのリズムキッズが好評なため、１階スペースを

利用してのイベントを依頼されたと報告した。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

 

④新人演奏会について 

竿下和美理事長は、７月１９日開催予定の新人演奏会の募集について、現在ピアノばかりが

集まっていると報告した。同志社女子大学に働きかけ、３回生以上でピアノ以外の専攻の者

を集められたらと考えていると述べた。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

 

⑤「全」市民第九について 

中川晋一副理事長は、「全」市民第九について、第２回は２０２３年１２月２３日（⼟）け

いはんなプラザにて開催決定しており、そのための実行委員を立ち上げるとしていると述

べた。第２回は中川晋一副理事長が実行委員長となり、西村晴美理事に副実行委員長、また

オーケストラのインスペクターとなってほしいと依頼し、西村晴美理事は承諾した。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

 

⑥観光協会について 

竿下和美理事長は、観光協会に入会できたと報告した。３月２６日までは「第 3 回京田辺市

音楽コンクール」を観光協会のイベント欄に掲載されることも決定したと述べた。 

今後、一休フィルハーモニーも掲載予定であると述べた。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

 



⑦ふるさと納税返礼品について 

竿下和美理事長は「ふるさと納税返礼品」として一休フィルハーモニーから演奏派遣という

案を提案した。「生演奏お届け２名」「生演奏お届け４名」「生演奏お届け２０名」の３種類

を用意し、一休フィルを全国に知ってもらうきっかけにもなると述べた。 

ふるさと納税返礼品として登録することを、全員異議なく承認した。 

 

⑧一休（IKKYU）フィルの正式表記とロゴマークについて 

竿下和美理事長は、一休フィルハーモニーについて、音楽監督の関谷弘志氏の案により正式

表記を「一休（IKKYU）フィルハーモニー」とすると述べた。 

それに伴い、ロゴを作成したいと関谷弘志氏から提案があったため、一休フィルの名称を決

めた時と同様、公募で決めるということに、理事ら全員異議なく承認した。 

公募の時期については、「全」市民第九の合唱を募集するときに同時に行い、発表は１２月

２３日の第九コンサート内で行うとした。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

 

⑨会報誌について 

竿下和美理事長は、会報誌について前回同様「システムクリエイト」に依頼してはどうかと

提案した。全員異議なく承認した。 

各事業担当者が４月７日を期限に１００字～２００字程度の文章と写真２～３枚以上を提

出するとし、発行は５月上旬予定とした。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

 

⑩会費の徴収方法について 

竿下和美理事長は、会費の徴収方法について「会費ペイ」などの利用はどうかと提案した。

他の理事らからの意見で、将来的には「会費ペイ」等を利用してもよいが、今回は「ヤフー

パスマーケット」と「口座振り込み」を併用していくということで、全員異議なく承認した。 

４月の最初のメルマガで会費納入の案内をし、会報誌にも案内を載せるとした。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

 

⑪事務局より 

堀山理恵理事は、事務局よりの報告として、４名のメール未着の会員がいること、コンクー

ルで使用のため長３封筒を 1000 部注文したことを報告した。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

 

⑫その他 

ウクライナ支援コンサートの時に配布したステッカーが好評だったため、「たまちゃん」ス



テッカーを作成してはどうかという案が出た。「ちびっこ音楽広場」で配布や、「受賞記念コ

ンサート」で配布など様々な場面で使えるステッカーのデザインを次回の理事会までに理

事らで出し合うとした。ステッカーには NPO であることがわかるようにするとした。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

また、竿下和美理事長は、法人カードを作成したと報告した。必要な理事は事務局から必要

な情報を伝えるとした。 

これらについて、全員異議なく承認した。 

 

年    月    日 

議長                     印 

議事録署名人 

議事録署名人 

 


